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[*会 記事1

韓国漢陽大学 との共同セミナーの報告

会場 を法経北館一階 会議室 とし,日 程 を1999年10月22目 〔:金)10=00-17=40と して,

「H韓経 済協力 の発展方向」 を.メ.イン ・テーマに共 同セ ミナーを行 った。韓国側か らは

韓 国漢 陽大学校亜太地域学研究科を中心 とす る7名 の専門家が集 ま り,ま た 日本側 か ら

は学外2名 を.含む4名 の報告 を受け,非 常 に インテ ンシブな討論 を行 うことがで きた。

まず,セ ミナーのプログラム(当U若 干の変更 あ り)を 示す と,

第1セ ッシ ョン 日韓産 業構造 ・産業 システムの比較研 究(10:00-12:=00)

中島章子 京都大学講 師 「日韓貿易 にお ける総投下労働量 の比較 産業連 関分析 に

よる産業構造の比較 を通 して」

塩池洋 京都 大学助教授 「口糶取の 自動車通商摩擦 米国型 メーカー ・デ ィーラー

関係は国際標準 ではない」

石田賢 日本総合研究所研 究員 「日韓 産業戦略提携 のあ り方 と課題」

デ ィスカ=ソシ ョン

第2セ ッション 日韓経済協 力の発展 方向(13=30-16=30)

金鐘蒸 漢陽大学校教授 「韓 日自由貿易地帯 の成立可能性;韓 国側の視角」

鄭仁教 韓国対外経 済政策委 員会 「韓 日自由貿易地帯の経済的効果」

深川由起.予 青山学 院大学教授 「日韓 自由貿易地 帯の成 立可能性;日 本側の視角」

大西広 京都 大学教授 「通貨危機の原因 と教訓」

デ ィスカッシ ョン.

とくに,午 前 のセ ・アシ ョンは,日 韓経 済.協力 を考 えるにあ たって の両国産業構造 ・国

際 産業連 関の問題,あ るいは通商摩擦 を どう考 えるべ きか とい う問題 について討論 した。

また,午 後 のセ ッシ ョンはよ り直接 的に,日 韓政府 レベ ルで検討が開始された自由貿易

協定 の問題 に集中 して時間を経つ の も忘れ議論 を行 った。 とりわけ,午 後 のセ ッション.

で特徴的であ った論 点を挙 げて最低限の紹介 としたい。

D日 韓 白山貿易協 定で はどちらの国が利益 を得るか。 これにつ いては,日 韓双方がC

GEモ デルを使 って,貿 易.面で相手国が利益 を得,自 国が不利益 を得 る とい う結 果が
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あ るこ とが報告 された。ただ し,金 融面,た とえば貿易赤字 を金融的 に両 国内で カ

バーす.る仕 組みが あれば貿易問題 もそ う深刻 ではない との意見 も出 された
。

2)日 偉自由貿易地帯の発足を東 アジア全体の協力機構構築の流れの 中で どう位置づけ

るか。 これ については,中 国を ど.う考 えるか,.ど のように配慮す るか,ア メリカが反

対す るか どうか とい った政 治要因 をど う見込むか とい った論点が出 された。ある討論

参加者は中国の参加 はパ ワーバ ランスを崩.すといい,別 の論 者は中国の参加 な しには

世界に対 して発言力 のあ る地域機構にな らない と言い,ま た別の論者 は中国 は.・国 と

い うよ り地域 の集合 として理解 すべ きだ と主張。 さらに,中 国商品がすで に大量 に日

韓 内に流入 してい る事実を見るべ きだと述べ られた。

ともか く,論 点を明確にす る上で も大変収穫の多いセ ミナ.一であ った。・当 日,学 内外

か ら参加 をされ,大 いに議論 を盛 り上げて下さ った先生方に この場 を借 りてお礼 申 し上

げた い。 なお.使 弔言語 は 日本語 および韓国語 とし,通 訳方式 でデ ィスカ7シ ョンを

行 った。

(大西 広)
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【学会記事】

C,L.テ ン教 授 講 演 会

京 都大 学 経 済 学 会 で は1999年 度 の 日本 学術 振 興 会 に よ る招 聘 外 国 人 教 授 と して 来 日さ

れ た モ ナ シ ュ大 学(MonaahUniversity)の テ ン教授(C.L.Tea)を 招 い て,講 演 会 を

お こ な っ た。 教 授 は ミル研 究 で 著 名 で あ り,日 本 人研 究 者 との交 流 を積 極 的 に行 って い

る こ とで も知 られ る。

1999,T12月8日(水)午 後1時30分 か ら3時30分,京 大.会館215号 室 に て行 わ れ た講

演 の テ ー マ は 「ミ.ルの 自 由擁 護 論 にお け る絶 対 的 な もの ぽ何 か 」(What'sAbsoluteAb・

outMill'sDefenceofLiberty～)と い う もので あ り,講 演 は 近 年 の モ ラ ル を め ぐる争 点

に しば しば 触 れ な が ら1時 間 余 り行 わ れ,活 発 な討 論 が1時 間 ほ ど続 け られ た 。

教授 は1939年,マ レー シア の華 僑 社 会 に生 まれ,英 語 を 日常 的 に 使 う環境 で 育 ち,マ

レー シ アの 大 学 で経 済学 と哲 学 を専 攻 した後 ,イ ギ リスに 留 学 した 。 当 初 は カ ー ル ・ポ

パ ー一の 指 導 を受 け た い と思 っ てい たが,結 局 そ れ は断 念 し,ロ ン ドン大 学 で修.十取 得 。

オ ック ス フ ォー ド大 学 へ短 期 留 学 して,ル.イ ス ・ハ ー ト教授 の指 導 下で 研 究 を行 っ た。

そ の後,シ ン ガポ ー ル大 学 とモ ナ シ ュ大 学 で 教 育 研 究 に従 事 し,来 日後 は再 び シ ン ガ

ポ ー ル大 学 に戻 る との こ とで あ っ た。 現 在 オー ス トラ リア 国籍 で,モ ナ シ ー大 学 哲 学 科

所 属,哲 学 の教 授 で ミル研 究 の 権 威 で あ る。

† 要 業績Mil[onム ∫ろ8緩y,ぐ).ford,1980.

(}ゴ〃露8,Guilt,α η`∫凸 η'3ノ己η軍8π40xford,1987.

そ の他,編 著,論 文 等 多 数 。

(講演要旨)
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ミル のself-regardingconductの 概 念 は,社 会 が 干 渉 で きな い 人 間 行 為 の 領 域 と.一・致

す る,と しば しば 主 張 さ れ る。 こ の主 張 の意 味 す る と こ ろ は,こ う した 行為 は他 人 の 同

意 を うる以 外 には 他.人に 影 響す る こ とが ない と い う こ とで あ る。 しか し,社 会 は個 人 の

self-regardingc⑪nductに 干 渉 しよ う とす る こ とが あ るの で,こ の よ う な主 張 は な ぜ 社

会 はそ の よ うな 干 渉 を しょ う とす るか を説 明 で きな い 。
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また,.こ うした行為は親密 圏に属す とい う主張 も しば しば見 られる。例 えば,性 行為

の場合が そうで,そ れ は干渉されてはならない とい うわ けであ る。 しか し,デ ヴリン卿

(LordDevlin)の 有名 な議論 によれぽ,個 人の性行為で さえ も,社 会の共通 の道徳 を侵

す場合 は,合 法 的に禁止で きる。なぜな ら,そ れは社会 の存在 その もの を脅かすか らで

ある。.

わた しはこ う論 じたい。 ミルのself-regardingconductの 概念 を解釈 する場 合,個 人

の自由 に干渉する ことを要求す るい くつか のタイプの不適切 な理由を区別すべ きで ある。

.一方 には
,そ の行為は多数派 が強 く嫌 うか否認す るとい った類の理由がある。他方,そ

の行為 は他人の同意がなければ他 人に害 を与 えるとい う事実があ る場合,干 渉す るに相

応 しい理 由となる。

したがって,あ る状況の もとでは無害な行為 も,異 なった状況では有害か もしれない

といった場合 には,後 者で は干渉 されて も,前 者 では干 渉され ないで あろう。厳密 に言

えば,原 理 的に規制 され えない領域 は人間行為には存在 しない。

この区別,す なわち個 人の自由に干渉す る適切な理由 と適切 でない理 由の区別 は多 く

の現代の問題,争 点を論 じるにあたって有益 な枠組 とな る。

(田中 秀夫)


